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平成 24 年 9月 5 日 

 

企業結合（ステップ 2） 
ディスカッション・ポイント 

 

１．これまでの検討経緯 

 企業結合（ステップ 2）プロジェクトでは、平成 21 年 7 月に公表した論点整理に対す
るコメントを踏まえ、検討を行っている。 

 第 235 回（1月 10 日）の委員会では、のれんについて、当面、現行の償却処理を維持
することとしてはどうか、と提案している。 

 のれん以外の論点については、第 240 回から第 246 回までの委員会及び第 81 回から第
83 回までの専門委員会で審議してきているが、現状では様々な意見が聞かれ、一定の

方向性に意見が集約しつつある論点と、意見が分かれている論点があるため、第 247

回委員会では、企業結合（ステップ 2）の今後の進め方として、「A.公開草案の公表に

向けて詳細な検討を行っていくもの」と、「B.継続検討課題とするもの（ステップ 2の

公開草案の対象としない。）」に切り分けるという方向とすることについて事務局より

提案が行われ、特に異論は聞かれなかった。 

 第 248 回委員会では、詳細な検討を行っていく論点と継続検討課題として議論する論
点の切り分け案について事務局より提案が行われたが、継続検討課題として議論する

論点の一部について、詳細な検討を行っていく論点に含めるべきではないかとの意見

が聞かれたため、第 250 回委員会では、第 248 回委員会で聞かれた意見を踏まえた切

り分け案について事務局より提案が行われ、特に異論は聞かれなかった。 

 

２．ディスカッション・ポイント 
 本日は、詳細な検討を行っていく論点のうち、下記論点について、仮に現行の取扱い
を改正するとした場合の文案イメージについて検討いただきたい。 

 取得関連費 
 暫定的な会計処理 

以 上 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。




